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現行の健康保険証廃止の延期を求める意見書  

 

マイナンバーカードに健康保険証機能を組み込んだ，いわゆるマイナ保険証の普及

のため，２０２４年１２月２日に現行の健康保険証の新規発行を終了することが決ま

った。 

 しかし，マイナンバーカードを巡っては現在，問題が続出しており，とりわけマイ

ナ保険証に関して，医療機関の窓口で無効と判断されて医療費の１０割が請求された

事例や他人の情報がカードにひも付けられていた事例が判明するなど，国民の健康や

生命に重大な影響を及ぼすおそれのある深刻な問題が顕在化している。  

 さらに，被保険者や医療現場からも懸念の声が上がるなど，国民の不安も解消され

ないままに現行の健康保険証の廃止が決定され，国民皆保険制度の根幹が揺らごうと

している。 

 よって，政府においては，マイナ保険証に対する被保険者や医療現場の不安が払拭

されるまで，現行の健康保険証の廃止を延期するよう要望する。 

 

以上，地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。  
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